
 

 

学校法人東北芸術工科大学 
公的研究費の管理及び研究活動における不正行為防止計画 

令和 4 年 6 月 1 日制定 

計画の位置付け 
文部科学省が定める「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」及び

「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づき、本学では「学校法人東北芸

術工科大学公的研究費の管理における不正行為防止に関する規程」及び「学校法人東北芸術工科大学に

おける研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程」を定め、科学研究費をはじめとする公的研

究費を適正に運営・管理するとともに、教職員の研究活動における不正行為を防止することを目的とし

て制定しました。 

この「不正防止計画」は、前述の規程が定めるものであり、本学のコンプライアンス（法令等・学内

規則の遵守）の一環としてコンプライアンス推進責任者（事務局長）が策定したものです。不正防止計

画を学内外へ広く周知し確実に実行することにより次の目的が果たされます。 

① 本学のコンプライアンスへの取り組み及び責任体系を、学内外に明確に示すこと 

② 研究活動に従事・補助する教職員や学生など（職員等）、本学における公的研究費の管理に携わり

また研究活動を行う全ての構成員が、法令、学内規則や関係手続きに関する情報を共有すること 

③ 職員等が、不正の要因を十分に認識し、不正を防止する具体的な行動規範を体得するとともに、

研究倫理の向上を図ること 

④ 不正を未然に防ぐためにモニタリング（監査）を実施し、規則などが確実に守られているか確認

するとともに、ルールとの乖離を把握、是正すること 

⑤ 運用・管理のための相談体制、不正通報窓口及び調査体制を整備し、調査結果や是正措置を関係

機関等へ公表すること 

なお、不正防止計画は、公的研究費の運用に携わる研究者やその他の関係者の意見を考慮しながら、

不正発生要因の把握と分析を継続的に進めるとともに、文部科学省等から情報提供及び他の研究機関の

事例等を踏まえて定期的に見直しを行い、学内外へ周知します。 

「実施基準」の各節に沿って、本学の防止計画を次のページから示します。  

別紙⑧ 



 

 

第１節 機関内の責任の明確化 
全機関に実施を要請された事項 懸念される不正発生要因等 不正防止計画 

① 最高管理責任者 

機関全体を統括し、公的研究費の運営・管理につ

いて最終責任を負う者（以下、「最高管理責任者」と

いう。）を定め、その職名を公開する。最高管理責任

者は、原則として、機関の長が当たるものとする。 

管理体制が十分周知されていな

いと、公的研究費の執行や、取扱

いに関する諸注意が、職員等の問

題と誤認され、機関全体の問題で

あると認識されにくい。 

責任体制を規程で定め、規程

や責任体系図を学内外に公

表する。 

② 統括管理責任者 

最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理

について機関全体を統括する実質的な責任と権限を

持つ者（以下、「統括管理責任者」という。）を定め、

その職名を公開する。 

同上 同上 

③ コンプライアンス推進責任者 

機関内の各部局等（例えば、大学の学部、附属の研究

所等、一定の独立した事務機能を備えた組織）にお

ける公的研究費の運営・管理について実質的な責任

と権限を持つ者（以下、「コンプライアンス推進責任

者」という。）を定め、その職名を公開する。 

同上 同上 

④ 監事 

監事は、機関の業務運営等を監査し、機関の長に直

接意見を述べる立場にあることから、公的研究費の

運営・管理についても重要な監査対象として確認す

ることが求められる。 

同上 同上 

第２節 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備 
全機関に実施を要請された事項 懸念される不正発生要因等 不正防止計画 

■ルールの明確化・統一化 

① ルールの明記と運用との乖離のチェック 

公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員にと

って分かりやすいようにルールを明確に定め、ルー

ルと運用の実態が乖離していないか、適切なチェッ

ク体制が保持できるか等の観点から点検し、必要に

応じて見直しを行う。 

公的研究費の管理に関するルー

ルを定め、全構成員への周知と理

解の徹底をしないと手続きが煩

雑になり、これを避けるために不

正行為まで及ぶ懼れがある。 

学内規程、基本方針及びコン

プライアンス指針（マニュア

ル）を策定し、全構成員への

周知を図る。 

② ルールの統一 

機関としてルールの統一を図る。ただし、研究分野

の特性の違い等、合理的な理由がある場合には、機

関全体として検討の上、複数の類型を設けることも

可能とする。また、ルールの解釈についても部局等

間で統一的運用を図る。 

同上 同上 

③ 全構成員へのルールの周知 

ルールの全体像を体系化し、公的研究費の運営・管理に

関わる全ての構成員に分かりやすい形で周知する。 

同上 同上 



 

 

全機関に実施を要請された事項 懸念される不正発生要因等 不正防止計画 

④ 学生へのルールの周知 

公的研究費により謝金、旅費等の支給を受ける学生

等に対してもルールの周知を徹底する。 

同上 同上 

■職務権限の明確化 

① 権限の明確化 

公的研究費の事務処理に関する構成員の権限と責任

について、機関内で合意を形成し、明確に定めて理

解を共有する。 

分かりにくい権限体系と手続き

手順によりルールが守られない

可能性がある。 

コンプライアンス指針に事

務手続きにおける権限と方

法を定め、相談体制を活用す

ることにより実態との乖離

をチェックする。 

② 実態との乖離のチェック 

業務の分担の実態と職務分掌規程の間に乖離が生じ

ないよう適切な職務分掌を定める。 

同上 同上 

③ 段階ごとの権限明確化 

各段階の関係者の職務権限を明確化する。 
同上 同上 

④ 決裁手続の明確化 

職務権限に応じた明確な決裁手続を定める。 
同上 同上 

■関係者の意識向上 

① コンプライアンス教育の実施 

公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員に、自ら

のどのような行為が不正に当たるのかをしっかりと理

解させるため、コンプライアンス教育（機関の不正対策

に関する方針及びルール等）を定期的に実施する。 

教育を実施し受講者の理解度を

確認しないと構成員が正しい行

動を判断できなくなる。 

コンプライアンス教育の実

施及び受講状況・理解度の確

認を規程等で定め、防止計画

により実施する。 

② 受講と理解度の確認 

実施に際しては、受講者の受講状況及び理解度につ

いて把握する。 

同上 同上 

③ 誓約書の提出 

これらの内容を遵守する義務があることを理解さ

せ、意識の浸透を図るために、公的研究費の運営・管

理に関わる全ての構成員に対し、受講の機会等に誓

約書等の提出を求める。 

誓約書の提出がないと、万一不正

が発生した場合の責任が不明瞭

になる。 

本学の職員等が遵守すべき

行動規範を明記した不正使

用・研究活動における不正行

為に関する誓約書の提出を

求める。 

④ 行動規範 

公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員に対

する行動規範を策定する。 

同上 同上 

⑤ 啓発活動 

構成員の意識向上を図るため、定期的に啓発活動を

実施すること。 

  



 

 

■告発等の取扱い、調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用の透明化 

全機関に実施を要請された事項 懸念される不正発生要因等 不正防止計画 

① 不正通報窓口 

機関内外からの告発等（機関内外からの不正の疑い

の指摘、本人からの申出など）を受け付ける窓口を

設置する。 

告発等の受付窓口の周知が十分

でないため、不正に係る情報が収

集されず、発覚されない。 

本学規程等に通報窓口、調査

方法、懲戒手続き及び学内外

への報告に関する事項を明

記する。 

② 責任者への情報伝達 

不正に係る情報が、窓口の担当者等から迅速かつ確

実に最高管理責任者に伝わる体制を構築する。 

同上 同上 

③ 告発による調査の手続き 

以下の事項を含め、不正にかかる調査の体制・手続

き等を明確に示した規程等を定める。 

（ア） 告発等の取扱い 

（イ） 調査委員会の設置及び調査 

（ウ） 調査中における一時的執行停止 

（エ） 認定 

（オ） 配分機関への報告及び調査への協力等 

明確な調査・報告の手続き及び懲

戒措置が規定されていないと、学

内はもちろん外部の関係機関へ

の法的通知が行われず、また不正

に関係した者の適任が追及でき

ない。 

同上 

④ 公正さの保証 

不正に係る調査に関する規程等の運用については、

公正であり、かつ透明性の高い仕組みを構築する。 

同上 同上 

⑤ 懲戒内容の明確化 

懲戒の種類及びその適用に必要な手続等を明確に示

した規程等を定める。 

同上 同上 

第３節 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施 
全機関に実施を要請された事項 懸念される不正発生要因等 不正防止計画 

■不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定 

① 不正発生要因の把握 

不正を発生させる要因がどこにどのような形である

のか、機関全体の状況を体系的に整理し評価する。 

不正発生要因を体系的に整理で

きないと防止計画の策定ができ

ない。 

本学のコンプライアンス指

針に事例を紹介しながら不

正発生要因を職員等に説明

する。 

１ 予算の執行状況の把握 予算の執行が年度末に集中する

傾向がある。 

事務担当が予算執行状況を

提出時に確認するとともに、

研究者と相談しながら計画

的な執行を行う。 

２ 物品・役務の発注と検収 研究者本人のみが関与する場合、

預かり金やプール金のような不

正が発生する可能性だけでなく、

研究費が効率よく執行されない

可能性がある。 

コンプライアンス指針にて

発注手続きと研修方法を定

める。 



 

 

全機関に実施を要請された事項 懸念される不正発生要因等 不正防止計画 

３ 出張と旅費 出張に係る根拠書類及び事後の

報告書提出がされないとカラ出

張や資金の他用途への流用が器

具される。 

職員等や学外者の旅費支給

の前提条件として書庫書類

の提出を求めるとともに、出

張報告の提出を義務付ける。 

４ 人件費と謝金 チェック体制が不十分であれば、

実態のないアルバイトによる資

金流用の可能性がある。 

補助職員やアルバイトの学

生に誓約書の提出を求め、出

勤簿による勤務管理を行う。 

② 不正防止計画の策定 

不正を発生させる要因に対応する具体的な不正防止

計画を策定する。 

不正防止計画がないと各不正発

生要因の未然防止ができない。 

上記の内容を盛り込んだ不

正防止計画を策定し、詳細運

用のルールをコンプライア

ンス指針で明記し周知する。 

■不正防止計画の実施 

① 不正防止計画の実施 

研究機関全体の観点から不正防止計画の推進を担当

する者又は部署（以下、「防止計画推進部署」という。）

を置き、機関全体の具体的な対策を策定・実施し、実

施状況を確認する。 

担当者レベルで個別に対応して

いるが、全構成員でルールが共有

されず、各自で解釈すれば手続き

が煩雑・不明瞭となる。 

モニタリングや内部監査を

通じて不正防止計画及びコ

ンプライアンス指針の実施

状況を把握し、責任者や関係

者へ報告する。 

② 計画の公表と責任者の関与 

最高管理責任者が率先して対応することを機関内外

に表明するとともに、自ら不正防止計画の進捗管理

に努めるものとする。 

同上 同上 

第４節 研究費の適正な運営・管理活動 
全機関に実施を要請された事項 懸念される不正発生要因等 不正防止計画 

① 予算執行状況と当初計画の確認 

予算の執行状況を検証し、実態と合ったものになっ

ているか確認する。予算執行が当初計画に比較して

著しく遅れている場合は、研究計画の遂行に問題が

ないか確認し、問題があれば改善策を講じる。 

リアルタイムで予算の執行状況

が把握されていないと不正が発

生しても発覚が遅れることに加

え、研究資金の効率的な利用に問

題が生じる可能性がある。 

予算執行の際に内容と残高

を即確認する。 

② 発注時の予算確認 

発注段階で支出財源の特定を行い、予算執行の状況

を遅滞なく把握できるようにする。 
同上 

学内規則やコンプライアン

ス指針で定めるルールによ

る発注の権限と手続きを明

記する。 

  



 

 

全機関に実施を要請された事項 懸念される不正発生要因等 不正防止計画 

③ 癒着の防止 

不正な取引は構成員と業者の関係が緊密な状況で発生

しがちであることに鑑み、癒着を防止する対策を講じ

る。このため、不正な取引に関与した業者への取引停止

等の処分方針を機関として定め、機関の不正対策に関

する方針及びルール等を含め、周知徹底し、一定の取引

実績（回数、金額等)や機関におけるリスク要因・実効

性等を考慮した上で誓約書等の提出を求める。 

職員等が同一業者のみへ発注す

ることにより依存関係と馴れ合

いが生まれてくる可能性が高く、

これにより癒着や不正へと発展

することもある。 

学内ルールで定めた合い見

積もりと業者選定の基準と

手続きのほか、発注者に対し

て癒着の危険性について説

明するとともに、多くの業者

を取引の対象とするよう奨

励する。 

④ 独立した発注と検収 

発注・検収業務については、原則として、事務部門が

実施することとし、当事者以外によるチェックが有

効に機能するシステムを構築・運営し、運用する。 

上記に加え、納品検査が実施され

ないと預かり金などの不正が発

生する虞がある。 

コンプライアンス指針で明

記した規準と手続きにて事

務担当による検収を行う。 

⑤ 本人発注のルール 

ただし、研究の円滑かつ効率的な遂行等の観点から、

研究者による発注を認める場合は、一定金額以下の

ものとするなど明確なルールを定めた上で運用す

る。その際、研究者本人に、第２節（２）の「実施上

の留意事項」④に示す権限と責任についてあらかじ

め理解してもらうことが必要である。 

本人が発注できる場合を明確に

しないとルールが無視される可

能性がある。 

学内規則とコンプライアン

ス指針に発注の権限と手続

きを明記し、周知する。 

⑥ 例外的検収 

また、物品等において発注した当事者以外の検収が困

難である場合であって、一部の物品等について検収業

務を省略する例外的な取扱いとする場合は、件数、リス

ク等を考慮し、抽出方法・割合等を適正に定め、定期的

に抽出による事後確認を実施することが必要である。 

少額の物品費支出について、例外

的に本人による検収を認めてい

るが、事務担当によるチェック機

能も必要。 

例外的検収の対象となる物

品を同一業者から多く（年間

１０件程度）購入している場

合、事務担当による事後確認

の検収を行う。 

⑦ 特殊な役務の検収 

特殊な役務（データベース・プログラム・デジタルコ

ンテンツ開発・作成、機器の保守・点検など）に関す

る検収について、実効性のある明確なルールを定め

た上で運用する。 

専門性故にプログラムやデータ

ベース作成、機器類の修繕などの

検収が実施されない可能性があ

る。 

コンプライアンス指針に役

務の検収が確実にできるよ

う、必要に応じて第三者によ

る確認を明記する。 

⑧ 勤務状況の確認 

非常勤雇用者の勤務状況確認等の雇用管理について

は、原則として事務部門が実施する。 

学生アルバイトや研究補助職員

の勤務実態が把握されないと不

正の要因になる。 

コンプライアンス指針に定

める手続きと勤務管理（出勤

簿等）を実施する。 

⑨ 物品の管理 

換金性の高い物品については、適切に管理する。 

貴重な税金を財源とする研究費

で購入した物品が適切に管理さ

れない可能性がある。 

納品時に物品を機器備品管

理台帳に登録するとともに、

モニタリングと内部監査に

よる抜き打ち調査を行う。 

⑩ 出張の実行確認 

研究者の出張計画の実行状況等を事務部門で把握・

確認できる体制とする。 

第三者によるチェックが働かな

いとカラ出張などが発生する惧

れがある。 

出張の根拠書類及び事後報

告書の提出を義務付ける。 

 



 

 

第５節 情報発信・共有化の推進 
全機関に実施を要請された事項 懸念される不正発生要因等 不正防止計画 

① 相談窓口の設置 

公的研究費の使用に関するルール等について、機関

内外からの相談を受け付ける窓口を設置する。 

相談体制が明確ではなければ管

理・運用のルールが徹底されず、

またルールと実態との乖離が把

握できない。 

コンプライアンス指針にて

相談体制を明記し、職員等へ

周知する。 

② 外部への機関方針の公表 

公的研究費の不正への取組に関する機関の方針等を

外部に公表する。 

機関としての不正防止の考え方

と取り組みを表明しなければ、社

会への説明責任が果たされない。 

公的研究費の不正使用及び

研究活動における不正行為

の防止に関する学内規程・規

則、コンプライアンス指針と

防止計画、相談・通報体制を

インターネットで公表する。 

第６節 モニタリングの在り方 
全機関に実施を要請された事項 懸念される不正発生要因等 不正防止計画 

① モニタリング・監査体制 

公的研究費の適正な管理のため、機関全体の視点か

らモニタリング及び監査制度を整備し、実施する。 

モニタリングと監査の責任体制

が明確でないと不正が発覚でき

ず、またルールの実施状況や実態

との乖離が把握できない。 

規程などで監査体制を定め、

周知するとともに、定期監査

や臨時監査、日常的なモニタ

リングを実施する。 

② 内部監査によるチェック 

内部監査部門は、毎年度定期的に、ルールに照らし

て会計書類の形式的要件等が具備されているかな

ど、財務情報に対するチェックを一定数実施する。

また、公的研究費の管理体制の不備の検証も行う。 

同上 同上 

③ リスクアプローチ監査 

内部監査部門は、上記②に加え、第３節（２）の防止

計画推進部署との連携を強化し、同節（１）「実施上

の留意事項」①に示すリスクを踏まえ、機関の実態

に即して要因を分析した上で、不正が発生するリス

クに対して、重点的にサンプルを抽出し、抜き打ち

などを含めたリスクアプローチ監査を実施する。 

同上 

監査規程、コンプライアンス

指針、不正防止計画及び文部

科学省等が提供する不正事

例に関する情報に基づきリ

スクアプローチによる監査

を実施する。 

④ 内部監査規程の整備 

内部監査部門を最高管理責任者の直轄的な組織とし

て位置付け、必要な権限を付与するための内部規程

等を整備する。 

同上 同上 

  



 

 

全機関に実施を要請された事項 懸念される不正発生要因等 不正防止計画 

⑤ 内部監査マニュアル 

監査手順を示したマニュアルを作成し、随時更新し

ながら関係者間で活用することにより、監査の質を

一定に保っている。 

同上 

①定期監査は毎年６月実施 

②臨時監査は最高管理責任

者の指示にか、不正通報があ

ったときに実施 

③定期監査の実施項目 

・会計伝票と収支簿の照合 

・出張根拠書類と報告書 

・出張先への確認 

・非常勤職員の出勤簿確認 

・台帳登録備品の設置状況 

・配分機関への提出書類 

④臨時監査の実施項目 

上記３の項目の他に、必要と

認められる項目 

⑤監査の対象期間 

・定期監査は前年度 

・臨時監査は全交付期間 

⑥定期監査の対象は全件数

の役 10%に相当する件数を

ランダムで選択する。 

全機関に実施を要請された事項 懸念される不正発生要因等 不正防止計画 

⑥ 監事・会計監査人との連携 

内部監査部門と監事及び会計監査人との連携を強化

する。 

内部だけでなく、第三者によるチ

ェック体制が機能していないと

社会的責任が果たされない。 

監査に関する規程に監事・会

計監査人との連携を明記し、

実際に連携を図る。 

⑦ 関係機関の調査への協力 

機関は、第７節（１）「文部科学省が実施すべき事項」

③に掲げる調査について協力することとする。 

同上 

規程などで公的研究費の配

分機関や報道機関への情報

公表を明記する。 
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